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研究成果の概要（和文）：本研究では、２０１３年に改正された障害者雇用促進法が障害者の就労（特に、福祉
的側面を持つ就労）にどのような影響を与えたのかについて、アンケート調査・ヒヤリング調査を通じて検討し
た。特例子会社、A型事業所、B型事業所に対して行った調査により、改正法の影響のみならず、それぞれの場所
における障害者の就労条件等についても、その実態を明らかにすることを試みた。アンケート調査・ヒヤリング
調査の結果について整理し、分析を加えたうえで、2019年度中に本研究の研究成果（『現場からみる障害者の雇
用・就労（仮題）』）を出版する予定である。

研究成果の概要（英文）：In this study, we examine what impact the employment promotion law for 
persons with disabilities, which was amended in 2013, has on the employment or the work of persons 
with disabilities. In addition to the effects of the amendatory law, we try to clarify the actual 
work conditions of persons with disabilities through a questionnaire survey and hearing survey 
conducted at the special subsidiaries, the A-type workshops and the B-type workshops. After the 
review and analysis of the results of these surveys, we plan to publish the book, which is the 
product of this research, by 2019. The provisional title is "Employment and work of persons with 
disabilities seen from the field".

研究分野： 社会保障法
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は、２０１３年に改正された障害者雇用促進法が障害者の就労（特に、福祉的側面を持つ就労）にどのよ
うな影響を与えたのかについて調査することを目的とした。法が障害者の就労に与えた影響をアンケートやヒヤ
リングを通じて調査した点に本研究の学術的意義があり、また、この結果に基づき、これからの障害者雇用・就
労の在り方について一定の提言を行う点に本研究の社会的意義があると考えている。障害者は多様であることか
ら、障害者雇用・就労の在り方も多様にならざるを得ない。本研究が、多様性を認めつつ、障害者が就労する各
現場の就労条件を改善することに寄与できれば幸いである。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
２００６年の障害者権利条約を契機とする、２０１３年の障害者雇用促進法改正により、

雇用の分野において、障害者差別禁止法理」（障害者に対する「差別禁止」及び「合理的
配慮の提供義務」）が導入された。同改正法が施行される２０１６年４月より、雇用分野
では、「障害者差別禁止法理」によって、障害者の就労は守られることとなる。しかし、
就労困難度が高い障害者に就労の機会を「福祉サービス」として提供する福祉的就労の場
（B 型作業所での就労）については、労働法の適用が原則としてないことから、障害者雇
用促進法の適用もなく、そこで働く障害者には、「障害者差別禁止法理」による保護は及
ばない（もっとも、彼らにも「障害者差別解消法」により保護は及ぶ）。 
その一方で、福祉的就労の場は、数多くの問題・課題を有している。たとえば、福祉的

就労の場で働く障害者は、就労困難度が高いこともあり、保護の客体となりやすく、事業
者からパターナリスティックな取扱いを受けやすいという問題・課題である。また、福祉
的就労の場には、原則として労働法の適用がないことから（すなわち、最低賃金法の適用
がない）、そこで働く障害者の工賃は、極めて低い水準に据え置かれているという問題・
課題もある（Ｂ型事業所で働く障害者の平均工賃は、月額約１万４０００円）。さらには、
福祉的就労で就労している障害者の中には、実際にはかなりの就労能力を有しているにも
関わらず、それが十分に評価されていない者もいるという現状も見受けられる。こうした
状況は、福祉的就労における問題・課題ということができる。 
 
２．研究の目的 
本研究では、障害者雇用促進法が新たに導入した「障害者差別禁止法理」が、上記のよ

うな福祉的就労が抱える課題を解決するきっかけとなるのではないかという仮定に立ち、
同原則の福祉的就労への影響を調査・検討し、ひいては、福祉的就労の場で働く障害者の
就労条件の向上等に寄与することを目指した。なお、福祉的就労に関しては、これまで、
「障害者福祉」の研究者が研究テーマとして扱うことが多かった。「労働法」（とりわけ、
障害者雇用）及び「社会保障法」を研究テーマとしてきた申請者らが、「労働法」と「福
祉法」の双方の視点から、本研究に取り組むこととした点にも本研究の意義を見出すこと
ができる。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、障害者を保護の客体ではなく権利の主体と捉える「障害者差別禁止法理」が、
福祉的就労に対していかなる影響を及ぼすのかについて、検討するものである。そのため
の手段として、本研究では、障害者に就労場所を提供している事業者・事業主らが、障害
者に対する「差別禁止」や「合理的配慮」の提供に関するルールを作り出していく過程、
及び、そうして作り出したルールの内容について、調査・検討することとした。事業者や
事業主らが自ら作り出すルール、すなわち、ソフト・ロー（法的拘束力は有しないが、関
係する人々・団体が守ろうとする規範）に着目し、実態調査という手法（アンケート調査・
ヒヤリング調査）により、この問題に取り組む点で、本研究は、これまでに例がないもの
であり、理論的にも実務的にも意義があるものである。 
加えて、本研究では、福祉的就労の場である B 型事業所のみならず、障害者雇用促進法

の適用のある A 型事業所（福祉的就労の場所としても位置付けられる）、及び、特例子会
社（障害者雇用率制度の枠内で設立される子会社で、特例子会社で雇用されている障害者
は、特例子会社を設立した親会社で雇用されているものとみなされる）における自主的な
ルールの形成過程等についても、同様の調査・研究を行うこととした。労働能力の低減の
程度が大きい障害者が働いていることの多いこれらの場所で作られるルールは、福祉的就
労の場を提供している B 型事業所の事業者らが作るルールに、大きな影響を与えうると考
えたからである。 
 

４．研究成果 
 ３年間の研究を通じて、現段階で、次のような研究成果を得ることができた（なお、本
研究成果は、２０１９年度中に「現場から見る障害者の雇用・就労（仮題）」として出版予
定であり、調査結果の整理や分析は継続中であることを付言しておく）。 
（１）まず、特例子会社、A型事業所、B型事業所のそれぞれに対して、アンケート調査を
実施し、それぞれ、約１４０社、約８０事業所、約２４０事業所から回答を得ることがで



きた。それぞれの質問票は、比較を容易にするために可能な限り共通のものとし、それぞ
れの特徴に応じて変更を加えた。質問事項としては、①事業所の特徴に関するもの（事業
所規模、業種、受注先、経営理念等）、②就労している障害者に関するもの（障害種別、重
度等）、③障害者の就労条件に関するもの（採用方法、就労年数、定着率、離職理由、賃金・
工賃、労働時間等）、④就労能力と処遇との関係に関するもの（成果による昇給、賃金・工
賃の設定方法、賃金・工賃減額等の懲戒等）、⑤家族との連携に関するもの、⑥合理的配慮
の内容に関するもの、⑦合理的配慮の提供に際して直面している困難に関するもの、⑧支
援機関の利用等に関するもの、⑨障害者雇用促進法の改正により受けた影響に関するもの
などを用意したが、特例子会社、A型事業所、B型事業所それぞれにおいて、回答の傾向に
特徴を有することが分かった。 
 加えて、アンケート調査に協力して頂いた企業・事業所の中から特に特徴的である企業・
事業所に対するヒヤリング調査（それぞれ３件程度）も実施し、アンケート調査では質問
しきれたかった事項について個別に詳細な話を伺った。ヒヤリング調査では、企業・事業
所から法制度の使いづらさや法制度に期待したいこと等について具体的な回答を得ること
ができたことから、今後の法制度の在り方について具体的な提言を行っていくうえで貴重
な検討材料を頂けたと考えている。 
 以上のヒヤリング・アンケート調査をふまえ、障害者の働き方のモデル分析（差別禁止・
合理的配慮提供義務を導入した 2013 年改正法のもとで見られる雇用・就労モデル分析）を
試みているところである。分析は、上記書籍の公刊に向けて現在も行っている最中である
が、ビジネス型／福祉型、自主性重視／支援重視といった分析軸を立てることが可能であ
ると現段階では考えている。また、この分析をもとに、障害者雇用・就労の多様性をどの
ように評価するかという点を検討することとなっている。 
 さらに、障害者の雇用・就労の現場から見えてきた課題をもとに、障害者の雇用・就労
に対して法（ソフト・ローを含む）が果たす役割、及び、法以外のものが果たす役割につ
いても検討を加える予定である。後者には、他の会社・事業所における参考となりうる実
践や同業者の間で構築されたネットワークが果たす役割等が含まれている。障害者の雇
用・就労においては、法が大きな推進力を持っていることはもちろんであるが、それ以外
の要素がその推進において果たしている役割も大きいと言える。こうした点も明らかにす
る予定である。 
 そして、そのうえで、これからの障害者雇用・就労政策の在り方について、差別禁止・
合理的配慮、雇用義務制度、賃金保障、雇用政策と福祉政策の連携等の観点から検討を加
えることとなっている。 
（２）以上のフィールド・ワークの他、本研究においては、日本の法政策への示唆を得る
観点から、諸外国の法制度についての調査もフランスやイタリア、台湾、及び、ドイツで
行った。フランス及びイタリアでの実践については、それぞれ、企業の側面と支援の側面
とを有する「適応企業」と精神障害者に就労の場を提供する「社会的協同組合」とを取り
上げ、「詳説障害者雇用促進法－新たな平等社会の実現を目指して－（増補補正版）」の中
でコラムとして紹介した。日本では、現在、障害者の一般雇用の推進に政策の力点がある
ように思うが、諸外国における法制度の在り方、実践、さらにはそこで採用されている思
想・哲学を通じて、障害者の多様性に鑑み、就労能力の高い者もそうでない者も、自己肯
定的に生きることができるよう政策の在り方を問い直し続けることの重要性を確認した。 
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